
○ 江田 島 市 企業 立 地 奨 励条 例 施 行 規 則  

平 成１ ６ 年 １１ 月 １ 日  

規 則第 １ ２ ２号  

改 正 平 成 ２６ 年 ２ 月 ２８ 日 規 則 第 ４号  

平 成２ ８ 年 ３月 １ ４ 日 規則 第 ８ 号  

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の規 則 は ， 江田 島 市 企 業 立地 奨 励 条例 （ 平 成 １６ 年 江 田

島 市条 例 第 １４ ９ 号 。 以下 「 条 例 」 とい う 。 ）の 施 行 に 関し 必 要

な 事項 を 定 める も の と する 。  

（ 増設 の 取 扱い ）  

第 ２条  条 例第 ２ 条 第 ３号 の 増 設 の 場合 ， 事 業の 用 に 供 する 設 備 の

う ち， 機 械 及び 装 置 に つい て 同 一 経 営体 内 に おけ る 市 以 外か ら の

移 動に よ る もの は ， こ れを 増 設 と し て取 り 扱 う。  

（ 指定 の 申 請）  

第 ３条  条 例第 ３ 条 第 ２項 の 規 定 に より 奨 励 事業 者 の 指 定を 申 請 し

よ うと す る 者は ， 企 業 立地 奨 励 事 業 者指 定 申 請書 （ 様 式 第１ 号 ）

に 次に 掲 げ る書 類 を 添 えて ， 原 則 と して 産 業 施設 等 の 新 設又 は 増

設 に着 手 す る日 の １ 月 前ま で に 市 長 に提 出 し なけ れ ば な らな い 。  

(１ ) 事 業 計画 書  

(２ ) 公 害 防止 対 策 計 画書 及 び 環 境 保全 対 策 計画 書  

(３ ) 法 人 登記 簿 謄 本 又は 住 民 票 抄 本  

(４ ) 定 款 又は 規 約  

(５ ) 土 地 の登 記 簿 謄 本  

(６ ) 土 地 の売 買 契 約 書の 写 し 又 は 賃貸 契 約 書の 写 し  

(７ ) 産 業 施設 等 の 配 置図 及 び 設 計 図  

(８ ) 従 業 員の 雇 用 に 関す る 計 画 書  

(９ ) 事 業 継続 誓 約 書 （様 式 第 ２ 号 ）  

(10) 前 各 号に 掲 げ る もの の ほ か ， 市長 が 必 要と 認 め る 書類  

（ 指定 の 決 定）  



第 ４条  市 長は ， 前 条 に規 定 す る 申 請書 を 受 理し た と き は， こ れ を

審 査し ， 条 例第 ４ 条 の 基準 に 適 合 し 指定 す る こと が 適 当 であ る と

決 定し た と きは ， 企 業 立地 奨 励 事 業 者指 定 通 知書 （ 様 式 第３ 号 ）

に より 申 請 者へ 通 知 す る。  

（ 奨励 金 の 端数 処 理 ）  

第 ５条  条 例第 ５ 条 第 １号 ， 第 ３ 号 及び 第 ４ 号の 規 定 に より 算 出 し

た 奨励 金 の 額に １ ， ０ ００ 円 未 満 の 端数 が 生 じた と き は ，こ れ を

切 り捨 て る もの と す る 。  

（ 新規 雇 用 奨励 金 の 交 付条 件 ）  

第 ６条  条 例第 ６ 条 第 ２項 本 文 に 規 定す る 新 規に 雇 用 し た常 勤 の 従

業 員（ 以 下 「新 規 雇 用 者」 と い う 。 ）と は ， 次の 各 号 の 全て の 要

件 に該 当 す る者 を い う 。  

(１ ) 期 間 の定 め の な い労 働 契 約 を 締結 し ， 雇用 さ れ る 者（ 短 時

間 労働 者（ 短時 間 労 働 者の 雇 用 管 理 の 改善 等 に 関す る 法 律（平 成

５ 年法 律 第 ７６ 号 ）第 ２条 に 規 定 す る 短時 間 労 働者 を い う 。以 下

同 じ。 ） を 除く 。 ）  

(２ ) 雇 用 保険 法 （ 昭 和４ ９ 年 法 律 第１ １ ６ 号） 第 ４ 条 第１ 項 に

規 定す る 被 保険 者  

（ 奨励 金 の 交付 申 請 ）  

第 ７条  条 例第 ５ 条 第 ２項 の 規 定 に より 奨 励 金の 交 付 を 申請 し よ う

と する 奨 励 事業 者 は ， 次の 各 号 に 掲 げる 奨 励 金に つ い て 当該 各 号

に 定め る と ころ に よ り 市長 に 提 出 し なけ れ ば なら な い 。  

(１ ) 企 業 立地 奨 励 金  新 設 し ， 又 は増 設 し た産 業 施 設 等が 操 業

を 開始 し た 日以 降 に お いて ，事 業 に 供 して い る 当該 産 業 施 設等 の

固 定資 産 に 対し て 新 た に固 定 資 産 税 が課 せ ら れる こ と に なっ た

年 以降 ５ 年 間，各 年 度 の当 該 固 定 資 産 税が 課 せ られ た 年 度 の１ 月

末 日ま で に ，企 業 立 地 奨励 金 交 付 申 請書（ 様 式第 ４ 号 ）に次 に 掲

げ る書 類 を 添付 し て 提 出す る こ と 。  

ア  事 業 報 告書（ 事 業 開始 の 年 度 に あ って は 申 請す る 日 ま での 事



業 報告 ）  

イ  建 物 の 登記 簿 謄 本 （２ 年 度 目 以 降は 変 更 があ っ た 場 合の み ） 

ウ  建 築 基 準法（ 昭 和 ２５ 年 法 律 第 ２ ０１ 号 ）に基 づ く 検 査済 証

の 写し （ ２ 年度 目 以 降 は変 更 が あ っ た場 合 の み）  

エ  工 事 完 成写 真 （ ２ 年度 目 以 降 は 変更 が あ った 場 合 の み）  

オ  当 該 産 業施 設 等 に 係る 交 付 申 請 年度 分 の 固定 資 産 税 名寄 帳

兼 課税 台 帳 の写 し  

カ  当 該 産 業施 設 等 に 係る 交 付 申 請 年度 分 の 償却 資 産 種 類別 明

細 書の 写 し  

キ  交 付 申 請年 度 分 の 市税 納 税 証 明 書  

ク  特 別 徴 収実 施 確 認 書兼 誓 約 書 （ 様式 第 ５ 号）  

ケ  そ の 他 市長 が 必 要 と認 め る 書 類  

(２ ) 新 規 雇用 奨 励 金  新 設 し ， 又 は増 設 し た産 業 施 設 等が 操 業

を 開始 し た 日か ら １ 年 経過 後 の 最 初 の１ 月 １ 日か ら １ 月 以内 に ，

新 規雇 用 奨 励金 交 付 申 請書（ 様 式 第 ６ 号）に 次 に掲 げ る 書 類を 添

付 して 提 出 する こ と 。  

ア  新 規 雇 用者 を 雇 用 して い る こ と を確 認 で きる 書 類（ 雇用 保 険

加 入者 一 覧 表等 の 写 し ）  

イ  新 規 雇 用者 で あ る こと を 確 認 で きる 書 類（雇 用 契 約 書等 の 写

し ）  

ウ  新 規 雇 用者 が 当 該 産業 施 設 等 に 専従 し て いる こ と を 確認 で

き る書 類  

エ  新 規 雇 用者 の 個 人 情報 を 確 認 す るた め の 同意 書  

オ  そ の 他 市長 が 必 要 と認 め る 書 類  

(３ ) 施 設 整備 奨 励 金  新 設 し ， 又 は増 設 し た産 業 施 設 等が 操 業

を 開始 し た 日か ら １ 年 経過 後 の 最 初 の１ 月 １ 日か ら １ 月 以内 に ，

施 設整 備 奨 励金 交 付 申 請書（ 様 式 第 ７ 号）に 次 に掲 げ る 書 類を 添

付 して 提 出 する こ と 。  

ア  当 該 産 業施 設 等 の 施設 整 備 に 要 した 費 用 を確 認 で き る書 類  



イ  そ の 他 市長 が 必 要 と認 め る 書 類  

(４ ) 土 地 取得 奨 励 金  新 設 し ， 又 は増 設 し た産 業 施 設 等が 操 業

を 開始 し た 日か ら １ 年 経過 後 の 最 初 の１ 月 １ 日か ら １ 月 以内 に ，

土 地取 得 奨 励金 交 付 申 請書（ 様 式 第 ８ 号）に 次 に掲 げ る 書 類を 添

付 して 提 出 する こ と 。  

ア  当 該 産 業施 設 等 の 土地 の 取 得 に 要し た 経 費の 支 払 が 完了 し

て いる こ と を確 認 で き る書 類  

イ  当 該 産 業施 設 等 の 土地 の 登 記 簿 謄本  

ウ  そ の 他 市長 が 必 要 と認 め る 書 類  

（ 奨励 金 の 交付 決 定 ）  

第 ８条  市 長は ， 前 条 の規 定 に よ る 交付 申 請 書を 受 理 し たと き は ，

こ れを 審 査 し， 奨 励 金 を交 付 す る こ とが 適 当 であ る と 決 定し た と

き は， 企 業 立地 奨 励 金 交付 決 定 通 知 書（ 様 式 第９ 号 ） ， 新規 雇 用

奨 励金 交 付 決定 通 知 書 （様 式 第 １ ０ 号） ， 施 設整 備 奨 励 金交 付 決

定 通知 書（ 様 式第 １ １ 号 ）又 は 土 地 取 得奨 励 金 交付 決 定 通 知書（ 様

式 第１ ２ 号 ）に よ り 申 請者 へ 通 知 す る。  

（ 奨励 金 の 交付 時 期 ）  

第 ９条  企 業立 地 奨 励 金は ， 新 設 し ，又 は 増 設し た 産 業 施設 等 の 固

定 資産 税 額 が確 定 し た 最初 の 年 度 か ら５ 年 間 ，各 年 度 の 末日 ま で

に 交付 す る 。  

２  新 規 雇 用奨 励 金 は ，条 例 第 ６ 条 第２ 項 に 規定 す る 要 件を 満 た し

た 年度 の 末 日ま で に 交 付す る 。  

３  施 設 整 備奨 励 金 は ，条 例 第 ６ 条 第３ 項 に 規定 す る 要 件を 満 た し

た 年度 の 末 日ま で に 交 付す る 。  

４  土 地 取 得奨 励 金 は ，条 例 第 ６ 条 第４ 項 に 規定 す る 要 件を 満 た し

た 年度 の 末 日ま で に 交 付す る 。  

（ 変更 等 の 届出 ）  

第 １０ 条  条例 第 ７ 条 各号 に 掲 げ る 場合 の 届 出は ， そ れ ぞれ 事 業 計

画 変更 届 （ 様式 第 １ ３ 号） ， 工 事 完 了届 （ 様 式第 １ ４ 号 ）， 操 業



開 始届 （ 様 式第 １ ５ 号 ）， 工 事 休 止 （廃 止 ） 届（ 様 式 第 １６ 号 ）

又 は操 業 休 止（ 廃 止 ） 届（ 様 式 第 １ ７号 ） に よっ て 行 わ なけ れ ば

な らな い 。  

（ 事業 の 承 継の 届 出 ）  

第 １１ 条  条例 第 ９ 条 の規 定 に よ る 事業 の 承 継の 届 出 は ，事 業 承 継

届 （様 式 第 １８ 号 ） に 事業 の 承 継 を 証す る 書 類を 添 え て 行わ な け

れ ばな ら な い。  

（ その 他 ）  

第 １２ 条  この 規 則 に 定め る も の の ほか ， 必 要な 事 項 は ，市 長 が 別

に 定め る 。  

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 規 則は ， 平 成 １６ 年 １ １ 月 １日 か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 規 則の 施 行 の 日の 前 日 ま で に， 合 併 前の 大 柿 町 企業 立 地 奨

励 条例 施 行 規則 （ 平 成 ５年 大 柿 町 規 則第 ５ 号 ）の 規 定 に より な さ

れ た処 分 ， 手続 そ の 他 の行 為 は ， こ の規 則 の 相当 規 定 に より な さ

れ たも の と みな す 。  

附  則 （ 平 成２ ６ 年 ２ 月２ ８ 日 規 則 第４ 号 ）  

こ の規 則 は ，公 布 の 日 から 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成２ ８ 年 ３ 月１ ４ 日 規 則 第８ 号 ）  

（ 施行 期 日 ）  

第 １条  こ の規 則 は ， 公布 の 日 か ら 施行 し ， 平成 ２ ８ 年 ４月 １ 日 か

ら 適用 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

第 ２条  平 成２ ８ 年 ４ 月１ 日 ま で に ，江 田 島 市企 業 立 地 奨励 条 例 の

一 部を 改 正 する 条 例 （ 平成 ２ ８ 年 江 田島 市 条 例第 １ ０ 号 ）に よ る

改 正前 の 江 田島 市 企 業 立地 奨 励 条 例 の規 定 に より 指 定 を 受け た 奨

励 事業 者 に つい て は ， なお 従 前 の 例 によ る 。  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様 式第 １ 号 （第 ３ 条 関 係）  

様 式第 ２ 号 （第 ３ 条 関 係）  

様 式第 ３ 号 （第 ４ 条 関 係）  

様 式第 ４ 号 （第 ７ 条 関 係）  

様 式第 ５ 号 （第 ７ 条 関 係）  

様 式第 ６ 号 （第 ７ 条 関 係）  

様 式第 ７ 号 （第 ７ 条 関 係）  

様 式第 ８ 号 （第 ７ 条 関 係）  

様 式第 ９ 号 （第 ８ 条 関 係）  

様 式第 １ ０ 号（ 第 ８ 条 関係 ）  

様 式第 １ １ 号（ 第 ８ 条 関係 ）  

様 式第 １ ２ 号（ 第 ８ 条 関係 ）  

様 式第 １ ３ 号（ 第 １ ０ 条関 係 ）  

様 式第 １ ４ 号（ 第 １ ０ 条関 係 ）  

様 式第 １ ５ 号（ 第 １ ０ 条関 係 ）  

様 式第 １ ６ 号（ 第 １ ０ 条関 係 ）  

様 式第 １ ７ 号（ 第 １ ０ 条関 係 ）  

様 式第 １ ８ 号（ 第 １ １ 条関 係 ）  

 


